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平成 29年 11月 22日 

各 位 

会 社 名  株式会社ローソン 

代表者名 代表取締役 社長 竹増 貞信 

（コード番号 2651 東証第一部） 

問合せ先  理事執行役員 財務経理本部長 髙西 朋貴 

（TEL 03-5435-2773） 

 

 

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリアとの会社分割（吸収分割）に関する 

基本合意のお知らせ 

  

 株式会社ローソン（以下「当社」といいます。）と株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（以下「BA 社」

といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、BA 社のコンビニエンス・ストア事業の一部（直営店

91 店舗、加盟店 5 店舗、以下「対象事業」といいます。）を当社を承継会社とする会社分割（以下「本件分割

①」といいます。）及び当社が新設する予定の 100％子会社株式会社ローソンアーバンワークス（以下「当社

子会社」といいます。）を承継会社とする会社分割（以下「本件分割②」といいます。）を承認することを決議

致しました。 

 なお、本件分割は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に基づく必要な手続き及び対応を完了

させることを条件としております。 

 

1. 会社分割の目的 

 BA社とは、当社の企業理念である「私たちは“みんなと暮らすマチ”を幸せします」に賛同いただき、平

成 24年 1月に当社と企業フランチャイズ契約を締結し、同年 3月より「ローソン」ブランドにて店舗運営を

行っていただいておりました。BA社とは契約以来事業パートナーとして良好な関係を続けて参りました。今

回、BA社より、事業の選択と集中のため、BA社の強みであるホテル事業並びに新規事業へ経営資源を集中す

べく、BA社のコンビニエンス・ストア事業を当社に経営していただきたい旨のご提案がありました。当社と

しても、BA社のコンビニエンス・ストア事業の経営方法、受入スキームなどあらゆる方策を検討し、今回の

形式にして受け入れることを決定致しました。BA社には分割対象外の店舗を引き続きローソンとして経営し

ていただき、当社は店舗運営のサポートをさせていただきながら、事業パートナーとしての関係を継続して参

ります。 

 なお、本件分割により BA社の従業員約 230名の内約 160名が当社子会社に承継される見込みであるほか、

BA社とフランチャイズ契約を締結している加盟店につきましては、本件分割の効力発生日において、当社と

フランチャイズ契約を締結する予定となっております。 

 

2. 会社分割の要旨 

(1) 会社分割の日程 

 

本件分割①②に係る取締役会決議日（当社）       平成 29年 11月 22日 

本件分割①②に係る取締役会決議日（BA社）   平成 29年 11月 22日 

当社子会社新設の登記     平成 29年 11月（予定） 

本件分割契約に係る基本合意書（事業譲渡契約）の締結  平成 29年 12月（予定） 

本件分割契約の締結日     平成 29年 12月（予定） 

本件分割の効力発生日     平成 30年 3月 1日（予定） 

対価交付日      平成 30年 3月 1日（予定） 
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（注）本件分割①は、当社においては会社法第 784条第 2項に定める簡易分割となるため、株主総会の承認

を得ずに実施する予定です。また、本件分割②は、当社子会社の 100％株主である当社をして、本件

分割を実施する予定です。 

 

(2) 会社分割の方式 

 本件分割① 

  BA社を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割（簡易分割）です。 

本件分割② 

 BA社を分割会社とし、当社子会社を承継会社とする吸収分割です。 

 

(3) 会社分割に係る割当ての内容 

本件分割の対価として、当社より現金 4,473百万円、当社子会社より現金 361百万円が BA社に対して交付

される予定です。 

 

(4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

(5) 会社分割により増減する資本金 

該当事項はありません。 

 

(6) 承継会社が承継する権利義務 

当社及び当社子会社は、本件分割により対象事業に帰属する資産・債務その他権利義務を承継します。

なお、吸収分割効力発生日までに生じた営業債権・債務（買掛金、未払金、他の金銭取引など）につきまし

ては、BA社に帰属するものといたします。詳細につきましては、「5.承継する事業部門の概要」をご参照く

ださい。 

 

(7) 債務履行の見込み 

本件分割において、当社及び BA社、当社子会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はな

いと判断しております。 

 

3.会社分割に係る割当ての内容の根拠等 

（1）割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本件分割に係る割当ての公正性・妥当性を確保するため、監査法人夏目事務所を第三者算定機

関として選定し、本件分割①②の対象事業の価値の算定を依頼しました。当社及び BA社は、それぞれの第

三者算定機関による算定結果及び対象事業の状況並びに将来の見通し等を総合的に勘案し、両社間で本件分

割①②について慎重に協議を重ねた結果、最終的に「2. 会社分割の要旨」の「(3) 会社分割に係る割当て

の内容」に記載の内容が妥当であるとの判断に至りました。 

 

（2）算定に関する事項 

 ①算定機関の名称並び当事会社との関係 

  当社は、上記の通り、監査法人夏目事務所を第三者算定機関として選定し、本件分割①②対象事業の価値

の算定を依頼しました。なお、監査法人夏目事務所は当社及び BA社との関連当事者には該当せず、また、

本件分割に関して重要な利害関係はありません。 

 

 ②算定の概要 

監査法人夏目事務所は、本件分割①については、本件分割後も当社並びに当社子会社において承継対象

の事業が継続される前提であり、継続して事業を営むことで期待されるキャッシュフローに基づき評価を行

うことが適切であると思料したため、インカムアプローチに属するディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法（以下「DCF法」といいます。）を採用しております。 
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また、算定の前提としている事業計画は、平成 31年 2月期を初年度とし、当社との現行企業フランチャ

イズ契約期間が満了するまでの期間に加え、契約期間後も企業フランチャイズ契約を一定期間更新すること

を前提にした場合の評価を実施しております。この期間における、総店舗数は現状維持と仮定し算出してお

り、大幅な増減益は見込んでおりません 

本評価結果によれば、本件分割①による当社から BA社への金銭は 3,752～5,480百万円が評価レンジと

なっており、当社は金銭 4,473百万円の交付が適正なレンジ内にあると判断しました。 

本件分割②については、引継資産・負債の時価純資産価額方式による評価である 361百万円の交付が適

正であると判断しました。最終的には、2月末の引継ぎ資産・負債の金額で再算定する予定です。 

なお、監査法人夏目事務所は、対象事業の価値及び分割対価の金額の評価に際して、当社が一般に公表

した情報及び当社から個別に提供を受けた情報を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情

報等がすべて正確かつ完全なものであることを前提としており、それらの正確性及び完全性の検証を独自に

行っておりません。また、対象事業の資産及び負債について各資産及び各負債の分析並びに評価を含め、独

自に評価又は鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。 

 

(3)上場廃止となる見込み及びその事由 

本件分割により、当社が上場廃止となる見込みはありません。 

 

4. 分割当事会社の概要 

(1)本件分割①② 

  承継会社① 承継会社② 分割会社 

(1) 
名 称 株式会社ローソン 

株式会社ローソンアー

バンワークス 

株式会社シー・ヴイ・エ

ス・ベイエリア 

(2) 
所 在 地 

東京都品川区大崎一丁

目 11 番 2号 

東京都品川区大崎一丁

目 11 番 2号 

千葉県浦安市美浜一丁目

9番 2号 

(3) 代表者の役職・

氏 名 

代表取締役社長 

竹増 貞信 

代表取締役社長 

高森 達哉 

代表取締役社長 

上山 富彦 

(4) 

事 業 内 容 
コンビニエンスストア

事業 

コンビニエンスストア

事業 

コンビニエンス・ストア

｢ローソン｣店舗の運営及

び、ビジネスホテル、ス

マートホテル 

(5) 資 本 金 58,506百万円 10百万円（予定） 1,200百万円 

(6) 
設 立 年 月 日 昭和 50 年 4月 15 日 

平成 29年 11月（予

定） 
昭和 56 年 2月 

(7) 発行済株式数 100,300,000株 1,000株 5,064,000株 

(8) 決 算 期 2月末日 2月末日 2月末日 

(9) 従 業 員 数 8,377名（連結） - 237名（単体） 

(10) 主 要 取 引 先 三菱食品株式会社 - 株式会社ローソン 

(11) 
主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 - 

三井住友銀行 

京葉銀行 

(12) 大株主及び持株

比 率 

三 菱 商 事 株 式 会 社

50.1％ 

株 式 会 社 ロ ー ソ ン

100.0％ 

株式会社ユネイシア 

26.5％ 

(13) 

上場会社と当該

会 社 の 関 係 

資本関係 
当社子会社は当社 100％

子会社 

該当事項ありません。 

人的関係 - 該当事項ありません。 

取引関係 - 該当事項ありません。 
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（注）承継会社の株式会社ローソンアーバンワークスは設立直後であり、直前事業年度の経営成績及び財政状態に関する

記載事項はありません 

 

5. 承継する事業部門の概要 

(1) 承継する部門の事業内容 

コンビニエンス・ストア事業の運営 

 

(2) 分割資産・債務その他の権利義務 

①対象事業に関する資産・債務及び権利義務 

・対象事業に関する固定資産（一部店舗を除く）※１ 

・対象事業に関する商品在庫、釣銭現金、電話加入権 ※２ 

・対象事業についての賃貸借契約に係る敷金返還請求権 ※１ 

・対象事業の賃貸借契約に関する敷金返還債務及び当該敷金累計額相当の現金 ※１ 

・対象事業に関する業務に主に従事している従業員に係る退職給付引当金、賞与引当金 ※２ 

・対象事業に関する資産除去債務 ※１ 

②分割する契約 

・賃貸借契約及びこれに附随する契約 ※１ 

・対象事業に係るローソンとの間で別途締結された、企業フランチャイズ契約 ※２ 

・対象事業に関する業務に主に従事している従業員に係る雇用契約 ※２ 

③許認可 

分割会社が、効力発生日において、①の資産・その他権利、及び②の契約に基づき取得している一切の許可、

認可、承認、登録、届出などのうち、法令上承継会社において承継することができるもの（申請中のものを含

関連当事者への該当状

況 
- 

該当事項ありません。 

(14) 当社の最近３年間の連結財政状態及び連結経営成績（百万円） 

決 算 期 平成 27年 2月期 平成 28年 2月期 平成 29年 2月期 

 純 資 産 263,797百万円 272,997百万円 285,995百万円 

 総 資 産 764,614百万円 803,212百万円 866,577百万円 

 １株当たり 純資産 2,561.25円 2,643.97円 2,748.39円 

 営 業 総 収 入 497,913百万円 583,452百万円 631,288百万円 

 営 業 利 益 70,482百万円 72,541百万円 73,772百万円 

 経 常 利 益 71,714百万円 69,622百万円 73,014百万円 

 当 期 純 利 益 32,686百万円 31,381百万円 36,400百万円 

 １株当たり当期純利益 327.08円 313.81円 363.96円 

(15) BA社の最近３年間の連結財政状態及び連結経営成績 

決算期 平成 27年 2月期 平成 28年 2月期 平成 29年 2月期 

 純 資 産 2,014百万円 2,172百万円 2,193百万円 

 総 資 産 10,801百万円 12,647百万円 12,817百万円 

 １株当たり 純資産 40.82円 440.13円 444.37円 

 営 業 総 収 入 28,726百万円 29,193百万円 29,452百万円 

 営 業 利 益 230百万円 151百万円 △33百万円 

 経 常 利 益 278百万円 145百万円 213百万円 

 当 期 純 利 益 225百万円 198百万円 94百万円 

 １株当たり当期純利益 4.56円 44.22円 19.13円 
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む）※１及び※２ 

※は吸収分割承継会社を表示しております。 

※１ 当社、 ※２ 当社子会社 

 

(3) 分割する事業の経営成績（平成 29年 2月期実績） 

営業総収入 18,624百万円 

売上総利益 5,305百万円 

 

(4) 承継する資産、負債の項目及び金額 

資 産 負 債 

項 目 帳 簿 価 格 項 目 帳 簿 価 格 

現 預 金 39百万円 前 受 金 70百万円 

た な 卸 資 産 390百万円 賞 与 引 当 金 49百万円 

そ の 他 流 動 資 産 70百万円 退 職 給 付 引 当 金 89百万円 

有 形 固 定 資 産 94百万円 資 産 除 去 債 務 233百万円 

無 形 固 定 資 産 3百万円   

投 資 そ の 他 資 産 636百万円   

合 計 1,235百万円 合 計 441百万円 

（注）承継する資産、負債の金額は平成 30年２月 28日時点での見込額であり、たな卸資産などが本分割の効

力発生日までに変動する可能性があることから、実際に承継される金額とは、異なることがあります。 

 

6. 分割後の状況 

当社による商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありま

せん。 

 

7. 会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

8. 今後の見通し 

本件分割①②が、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以 上 


